
 

 

＜１０大ニュースの概要＞ 

 

 

○「みえ現場 de 県議会」を開催（２月、１１月） 

県議会では、広聴機能を強化し、多様な

県民の意見を県議会に取り入れるため、平

成 22 年度から、「みえ現場 de 県議会」に取

り組んでいます。 

２月７日には、伊賀市で「観光産業の振

興」をテーマに、観光産業に関わる方 11

人と議員 13 人が参加し、観光産業における

現状や課題などについて、意見交換を行い

ました。 

また、11 月 13 日には、尾鷲市で「森林づくりと森林を支える社会づくり」を

テーマに、森林づくり・森林を支える社会づくりに関わる方８人、一般公募によ

る県民の方３人及び議員 13 人が参加し、森林が置かれている現状や森林づくりを

進めていくうえでの課題などについて、意見交換を行いました。 

 

 

 

○三重県食の安全・安心の確保に関する条例（議員提出条例）の改正（３月） 

県議会では、平成 20 年に、県内をはじめ

全国各地で発生した食品表示に関する問題

などにより、食に対する県民の不信感が高

まったことから、「三重県食の安全・安心の

確保に関する条例」を議員提出条例として

制定しました。 

しかし、昨年の秋以降、米穀の産地偽装

及び食材の不適切表示が明らかとなり、食

に対する県民の信頼が再び揺らいだことか

ら、昨年 11 月、同条例の調査及び検討を行

うことを目的として検討会を設置し、６回の会議やパブリックコメントなどを経

て、一部改正案を取りまとめました。主な改正内容としては、再発防止対策とし

て、食品関連事業者の責務に「法令遵守意識の向上」、「法令知識の習得」、「事業

活動の適正の確保」を盛り込み、また、事業者団体の役割を新設するなどしまし

た。 

この一部改正案は、本年２月に議員提出議案として提出され、３月に全会一致

で可決・成立しました。 

 

 

 

 



 

 

○政務活動費を減額（３月） 

県の財政状況を考慮して、本年４月から来年４月 29 日までの間、政務活動費を

条例本則に定める額から特例的に減額する条例改正を行いました。平成 23 年７月

から実施していた特例減額と同様に、会派分と議員分とを合わせた議員一人当た

り月額の２割に相当する６万６千円を会派分から減額するもので、これにより平

成 26 年度は政務活動費全体で条例本則額より 3,960 万円減額になります。 

 

 

 

○本会議、委員会等へのタブレット端末等の持込みに関する申合せを決定（３月） 

これまで明確なルールのなかったパソコン、タブレット端末、スマートフォン

の本会議や委員会等への持込みと使用について、使用できる機能を審議経過の記

録や発言原稿とするためのワードプロセッサ機能、あらかじめ保存しておいた議

事に関係する資料の閲覧、議事に関係する資料の検索を目的とするインターネッ

トサイトの閲覧に限定するとともに、使用にあたって注意すべき点などを明らか

にしたうえで、昨年 11 月 22 日から本年３月 19 日までの試行期間を経て、３月

20 日から本格実施を開始しました。 

 

 

 

○「みえ県議会だより」のデータ放送を開始（４月） 

 ４月から、三重テレビのデータ放送による

「みえ県議会だより」の配信を開始しました。 

これに伴い、紙の「みえ県議会だより」に

ついては、自治会を通じた各戸配布を廃止し、

紙媒体での情報入手を望まれる方のために公

共施設やショッピングセンター等への配置を

行っています。 

 また、より一層、議会の活動内容について

知ってもらえるよう、本年度からは、「みえ県

議会だより」の発行回数を年６回から７回へ

と増やし、増えた１回の中で、これまで広報の機会が少なかった委員会の活動状

況等を掲載しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

○議員の定数、選挙区等の見直しに関する条例の改正（５月） 

県議会議員の各選挙区間の

一票の格差の是正を図るため、

昨年１月に委員 13 人で構成す

る選挙区調査特別委員会を設置

し、選挙区及び定数の調査を行

ってきました。 

委員会では計 22 回の会議等

を経て、鳥羽市と志摩市の選挙区を合区して定数を１減するとともに、伊勢市選

挙区、尾鷲市・北牟婁郡選挙区、熊野市・南牟婁郡選挙区、多気郡選挙区及び度

会郡選挙区の計５つの選挙区について定数を各１減することを内容とする条例の

一部改正案を取りまとめました。同条例案は５月の本会議で可決・成立し、改正

の適用時期は平成 27 年５月１日以降の一般選挙（次々回選挙）からとしました。 

 

 

 

○「障がい者雇用促進調査特別委員会」を設置（５月） 

本県における障がい者雇用の状況について

は、昨年６月１日現在の調査結果によると、

実雇用率が 1.60％で、都道府県別では全国最

下位という結果になっています。障がい者の

方が地域で生活していくうえで就業は欠くこ

とのできない大切な要素であり、今後、障が

い者の雇用をさらに促進していく必要がある

ことから、本年５月に特別委員会を設置し、

雇用、福祉、教育等の様々な分野の多岐に渡

る課題について、部局横断的に調査を行っていくこととしました。 

 ８月及び 10 月には県内調査を実施し、障がい者就業・生活支援センターの取組、

社会福祉法人と企業が連携して取り組んでいる障がい者の施設外就労活動や雇用

の状況、障がい者雇用に積極的な企業の取組を調査したほか、三重労働局では、

県内における障がい者雇用の現状や課題について調査をするなど活動を続けてい

ます。 

 

 

 

○三重県議会が議会改革度調査で第１位（６月） 

 早稲田大学マニフェスト研究所が全国の都道府県議会及び市区町村議会を対象

に実施した平成 25 年における議会改革度に関する調査で、議事録や会議資料など

の「情報公開」、傍聴のしやすさなどの「住民参加」、議員提出条例の制定などの

「議会機能強化」の３項目の評価が行われた結果、三重県議会が平成 24 年に続き

総合順位で第１位となりました。 

 



 

 

○「みえ高校生県議会」を開催（８月） 

広聴広報活動の一環として、高校生が議

会活動を体験することで議会に対する関心

を高めるとともに、高校生の意見を直接聴

くことで議会での議論に反映していくこと

を目的に、8 月 20 日に「みえ高校生県議会」

を初めて開催しました。 

 高校生が議場で質問し、県議会議員が答

弁するという内容のもので、質問する高校

生は県内の高校などから募集し、選考の結

果、８校の生徒 26 人が参加しました。 

 当日は、議長役を２人の高校生が交替で務めました。高校生議員からは、さま

ざまな分野にわたる質問や提案がなされ、時にはパネルによる資料提示も交えな

がらの質問も行われました。 

質問項目は、「障がい者の雇用促進」、「スポーツ競技力の強化」、「魅力ある農業

経営」、「地域防災力」、「へき地医療」、「仕事と子育ての両立支援」、「観光産業の

振興」、「高校の教育費」など、いずれも県政にとって大変重要な項目が取り上げ

られ、その内容は高校生の視点で考え、まとめられており、本県議会にとって大

変貴重なご意見をいただきました。 

 

 

 

○台風 11 号による被害への対応（９月） 

 県全域に初めて大雨特別警報が発令され

た８月の台風 11 号は、県内にも大きな被害

をもたらしました。 

 この台風被害の甚大さに鑑み、９月に環

境生活農林水産常任委員会は、特に大きな

被害が発生した津及び松阪市内の被災現場

の調査を行いました。 

全国各地に甚大な被害をもたらした台風

11 号等による災害は、国の激甚災害に指定

されたこともあり、本委員会では、被災状

況等を実際に現地で確認するなか、県当局に対して、国の制度を最大限に活用し

て、被災農業者等への円滑な支援の実施や、被災施設等の早期復旧に向けた着実

な事業推進などを強く要望しました。 

 

 


